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市町村
姿 勢

やる気

地域包括ケアシステム構築による
要望対応型行政から課題解決型行政への転換と政策形成

○地域や高齢者像を把握する

（アセスメント→生活課題分析）

○説明責任を果たし、合意形

成を図る

○非営利団体、事業者からの

意見（提案）を聞く耳を持つ

・洞察力 ・協調性

・企画力 ・協働性

・実行力※・宥和性

地方自治法に基づくまちづくり構想（マスタープラン）

地域福祉計画（福祉の総合計画）
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介護保険事業計画、障害者・子ども子育て支援計画等

多様な市民生活・市民意識・ニーズ

自治計画の策定

資料１－２参照
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いわゆる混合介護について
• 総論は必要不可欠と考える
• そもそも要介護認定者の支給限度額超過分や保険算定範囲外の支
援に実体化している（ケースバイケースであるが）

• そのあり方として混合介護の検討のポイントは、生活課題の解決志向及
び地域密着サービス提供を基本に、自助（自費）・互助（インフォーマ
ル）・共助（保険）・公助（公費）の再認識

• 和光市が考える混合介護の保険外は「ニュー互助」という感覚で、保険
者（自治体）等が主催する介護サービス事業者連絡会等で自費サー
ビス提供のマナーとルールの合意形成を公民連携することが重要
（例・ギャップコンソーシアム等）

• 更に混合介護の提供は、居宅介護支援事業所や地域包括支援セン
ターのケアマネジメント範囲及び地域ケア会議等の調整支援範囲に置く
ことが必要

• ※混合介護は地域包括ケアシステムの新たな公民協働・連携の政策形
成と介護予防と重症化予防視点が必要
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和光市のケアマネジメントの機能強化概要の

高齢者（市民）尊厳とQOLの向上のために

高齢者（市民）
制度周知・理解
法第１条・２条・４条
を中心とした広報
出前講座 等

ケアマネージャーの育成
（専門性の向上）
自立支援の認識
予防・重症化遅延
保険者の独自研修

介護事業者育成
（専門性向上）
自立支援の認識
予防・重症化遅延
保険者の独自研修

和光市コミュニティケア会議
・・・ケースの調整、他制度多職種の連結及びＯＪＴ（ケアマネ・サービス事業者 等）の場
・・・アセスメント統一、訪問介護や通所介護等の個別サービス計画書様式の統一（ＩＣＴ）
※ 独自研修の座学は、知識習得はもとよりＯＪＴに耐えうる考えを学ぶこと。

専門性の高いケアマネジメントの提供 →→→ 高齢者（市民）の幸福 4



和光市の介護予防による改善プロセスからの保険・自費等組み合わせ

いインフォーマルサービス
ＮＰＯ法人等の通所・家事支援

（ボランティアサービス）
訪問・通所（自費サービス）

（社会交流と生活支援の必要者 等）

地域支援事業
総合事業対象者：生活行為向上

介護予防ヘルプサービス
独自の期間限定ふれあい家事サービス

予防給付（保険外）

介護給付（保険外）

要支援１・２
総合事業

要介護１・２
一部要介３

総合事業

インフォーマルサービス

の基盤整備・自費サービ
スの質

（互助の創造支援）

課題解決目標に向けた
サービス構築主眼の
地域支援事業

ＩＡＤＬの機能低下に
着目した統一アセスメント
ＩＡＤＬ向上のアウトカム
重視マネジメント

身体の残存機能を生か
したＩＡＤＬの機能向上を

重視と機能不全部分の
明確化とその支援

※和光市では、地域支援事業を予防給付・介護給付と並び高齢者の自立支援を行う車の
両輪と考えている。更に、切れ目のない地域在宅の自立支援を行うには、インフォーマルサービ
スの創造が不可欠（将来的に民間事業者有料サービス含む）と考える。
上記の図は、現在課題となっている法定給付の生活援助について、和光市が実施しているマ
ネジメントプロセスである。高齢者のＱＯＬの向上・尊厳の確保に向かい利用者本位・自己決
定から自己実現を達成していく制度構築・制度機能が必要ではないか。

一般
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自立度 自立 一部介助 全介助

困難度と改善
可能性

楽にできる 少し難しい
改善可能性
高い

改善可能性
低い

改善可能性
高い

改善可能性
低い

判 定 ○1 ○2 △1 △2 ×1 ×2

「生活行為評価票」による現状評価と予後予測の整理票

生活機能 事前 事後予測 備考

室内歩行 ○１

屋外歩行 ○２ 限られた場所のみ。

外出頻度 △１ ○２ デイサービス以外の外出は少ない。

排 泄 ○１

食 事 ○１

入 浴 △１ ○２

デイサービス入浴のみになっている
。
能力はある。

着 脱 衣 ○１

Ａ
Ｄ
Ｌ
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掃 除 △１ ○２

洗 濯 ○２ 大物以外は自立。

買 物 △１ ○１
簡単なものは自分で。
他はヘルパーや家族。

調 理 △２ ○２ レンジアップ程度は出来る。

整 理 ○１

ごみ出し ○１

通 院 △１ ○２ 家族付き添い。

服 薬 ○１

金銭管理 △１ 銀行に行くのは家族に頼む。

電 話 ○２

社会参加 △１ ○２
言語障害軽度、相手が聴き取りにく
い。 限られた相手のみ。

Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
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情報開示と第三者評価制度について

• そもそも情報開示や第三者評価以前に介護サービス事
業者の指定事務のあり方を議論すべきではないか
（指定・監督業務の評価も保険者評価と同様に必要と考
える）

• 情報開示については、一連の開示情報の整合を保険者
（自治体）がリアルタイムに把握し利用者の情報選択に
二者情報を提供

• 利用者サイドの情報選択能力向上講座等の施策も必
要と考える

• 第三者評価は、これも一連の評価に加え質について「自
立支援や介護予防・重症化予防」実績等を評価すべき
（報酬議論も勘案するが）
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２４ 地域包括支援センターにおける介護予防サービス支援計画の状況等
①介護予防ケアマネジメント（予防給付） （単位：件、人）

地域包括支援
センター

プラン作成
件数

プラン作成
実人数(Ａ)

改善者数
(Ｂ)

悪化者数
(Ｃ)

維持者数
(Ｄ)

死亡等

南 48 39 17 8 10 2

北 30 22 8 6 6 1

北第二 40 29 15 7 5 1

中央 41 34 16 6 7 3

合計 159 124 56 27 28 7

南 43.6% 20.5% 25.6%

北 36.4% 27.3% 27.3%

北第二 51.7% 24.1% 17.2%

中央 47.1% 17.6% 20.6%

合計 45.2% 21.8% 22.6%

要支援１・２から自立高齢になった、圏域別改善・悪化・維持の割合

※1）「改善」 ・ 「悪化」 ・ 「維持」は、予防サービス導入前から年度末時点の状態変化を示す
※2）改善者：要支援１・２から自立（非該当）となった人
※3）悪化者：要支援１から要支援２、または要支援１・２から要介護状態へ移行した人
※4）維持者：年度末時点において要支援１・２から要介護度の変化がなかった人
※5）下段は、プラン作成実人数に占める改善者数、悪化者数及び維持者数の割合
（小数点以下第二位を四捨五入）

※6）改善率＝（B／A）％、 悪化率＝（C／A）％、 維持率＝（D／A）％
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施設介護サービスの総点検
イコールフッティングの確保 他

• 介護保険制度は「その居宅において・・・・」在宅重視も理念
• 居住権・賃借権から見る介護保険３施設
• 介護保険制度は保険者（自治体）から見ると計画経済？計画にお
いて３年間の認定者推計とサービス必要量推計（サービス基盤計
画）、このことから考える市場原理と準市場原理

• 運営の競争原理と公募の競争原理
• 公募要件の公平性（介護保険の基本と各法人種類）
• 地方分権の本質を踏まえた保険者（自治体の独自施策）
• 解決出来ない課題は独自に開発
• ストラクチャーが立派な先進自治体はある、大切なことはアウトカムを出
したか、そのプロセスは

• 詳細は、資料１－２で解説

10


	�和光市における
地域包括ケアシステムの機能化と実践�「生活課題を解決するサービス基盤とマネジメント」
	スライド番号 2
	いわゆる混合介護について
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	情報開示と第三者評価制度について
	スライド番号 9
	施設介護サービスの総点検�イコールフッティングの確保　他

